
医師の誕生という効果を得るまでに少なくとも10年程度の時間が必要と  

なることを認識しておく必要がある。さらに、いったん養成された医師の  

専門性を転換する場合にも多くの労力と時間が必要となる。  

（2）医師の供給型見通し   

○ わが国では、海外からの医師の盛込1享旦きヰ蔓琴上〕た恥＿わ重唱L；担ナノ／  

る医学部の卒業生数がほぼそのまま新たな医師数になる。したがって、  

メ学医学部の定員藍により、重宝主将来中卒師数を見通すことが可能≒＿  

なる。  

＃牡：移動  

H■：ほぼ   

○ 年齢階級毎の分布をみると、40歳代前半以下の世代では、医師の養成  

数がほぼ一定となっていることを反映し、各年齢はほぼ7，000人程度で  

一定となっている。医学部の定員が一定であるとすると、今後は医学部   

定員が大きく増加した昭和40年代以降に入学した」全数50歳以上主査 ▼ 

亙医師が、増加数の中心となる。  

○ 女性については、子育て等が理由であると推測される若年層における塵   

堂主星人数の低下が、一般女性より少ないものの認められる。女性の就   

業割合は、医籍登録以降徐々に低下し、11年目には、男性に対して82．9％  

となる。医籍登録後12年目以降は上鼻し、30年目以降は再び低下する  

が、35年目には、男性の就業率も低下するため、男性と女性はほぼ同等  

になる。医籍登録後45年目まで累積した男女の就業割合は、女性は男  

性の92．4％となる。  
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○ これらを考慮した見通しとしては、現状の医学部入学定員で推移すれば、  

垂避や保健医療関係以外の業務に従事している医師を除いた全て卑医   

＿ 師数は、平成27年（2015年）には29・旦扇左仏早」9月卑∴掛ユ＿こ二／＿   
平成3了年（2025年）には32・旦＿万人（人口10万対 26む人∴平成47  

年く2035年）には33・旦声へ（人口10万対 29旦メ）となや摩鱒定され寧∴  

また、医療施設に従事する医師は、平成27年（2015年）には28・む万人  

（人口10万対 22⊥｝、平成37年（2025年）l；l享31・リラ人（人甲」p  
＼＼  

万対 25⊥人∴平嘩47．年（2035年）には32・皇♪人＿（人口10万対ブ埠  

ム）＿阜年号≠準星さ築旦夕 ＿＿＿＿‖＿  

○ なお、平成10年に行われた検討では、医師の労働力提供を70歳までと  

していたが、医師・歯科医師・薬剤師調査における現在の回答状況及び  

灘労状況にかんがみ、今回は上限を設定していない。  

（3）医師の需要の見通し  

○ 今回の需要の見通しの検討においては、国民皆保険とフリーアクセスが  

確保されている中、現状で総量としては、基本的には国民が必要として  

いる医療を提供しているものと仮定し、医師の勤務時間の現状と、勤務  

時間のあるべき姿とのギャップを現状の医師数に上乗せした人員を現  

在の医師必要数と置いた。必要医師数の算定に当たっては、医師の勤務  

時間を遇48時間とおいたぐ，これによれば、平成16年（2∞4年）におい  

て、無職や保健医療関係以外の業務に従事している医師を除いた全ての  

医師が26．8万人であるのに対し、必要医師数は27．7万人と推計される。  

H陰：なお、調査によれば、医師  

の勤務時間には大きなばらつきが  

あるが、長時間労働を行っている  

者について遇48時間に短縮する  

こととしつつそれより短時間の者  

については、48時間まで勤務時間  

を増加するとはしていない（短時  

間労働の者については、現状のま  

まと仮定）。   
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○ なお、上記の推計は、医師が医療機関において過ごす時間のうち、診療、  

教育、他のスタッフ等への教育、その他会議等の時間を勤務時間と考え、  

これを週朋時間までに短縮するのに必享な医師数から求めたものであ  

る。また、仮に、休憩時間や自己研修、研究といった時間も含む医療機  

関に滞在する時間を全て勤務時間と考え、これを週48時間までに短縮   

するには、必要医師数は32・旦毘｛≠推計さわ阜。＿哩ノ／   

万人との差は6．1万人（病院勤務 5．5万人、診療所勤務 0．6万人）  

である。しかしながら、休憩時闇や自己研修は、通常は勤務時間とは見  

なされない時間であり、これらを含んだ時間を全て勤務時間と考えるこ  

とは適切ではない。  

○ また、仮に、診療を行っている時間のみを勤務時間とすると、すべての  

剛除：短縮  
室生三これを旦40時間までlて亨‾＿卑！こは、必要医師数は27・9万人と鱒計  

される。  

○ 酬こ当たっての書式算方法は以下の通りである。   

●■   

P将来の医療需要を推計するに当たっては、まず、外来受療率、ム旦呈去  

りの退院回数率について、以前の僅から指数曲線によって回帰した場合  

（回帰法）、現在の値を将来にもそのまま当てはめた場合（固定法）、回  

帰による変動幅を3割までに限定した場合（限定法）といった方法でそ  

れぞれ将来推計を行った。  

書式土工：インデント：段落前  
：OlmL 最初の行：Ol¶  

肖陰：退院患者発生   
○ 次に、外来受療率、人口当たりの退院回数率の推計値に将来人口を乗じ／／／  
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てそれぞれ外来医療および入院医療の需要について将来推計を行った。   

さらに、患者の実際の医療ニーズを反映させるため、これに年齢階級別   

1回当たり医療費の比率による調整（重み付け）をおこなった。次に、   

．現在の入院と外来の医療費の比率に従って外来医療と入院医療を合わ／′  
＼  

＼  

せた将来の医療需要の変動を推計した。必要医師数の変動はこの将来の＼、   

医療需要の変動に一致すると仮定した。  

■陣：医師の勤務状況調査から推  

定された、外来と入院に医師が兼  

やす時間の総計の比率（外来対入  

院＝6：4）  

＃鹸：に基づき、  

○ 年齢階級別の受診1回当たり医療費による重み付けを行った外来診療  

の需要の動向は、これまでの動向に基づいた回帰法では、平成52年（2040  

年）には現状の約7割の水準まで低下する。また、現在の受療率が続く   

とした固定法では平成40年（2028年）頃に現在の約1・吐選中本準旦ピノノ／   

－クとなりその後は緩やかに減少する。回帰による受療率の変動幅を現  

状の3割までとすると（限定法）、平成52年（2040年）には現在の約  

月陰：9割  
塾押水革まで低下する、  

○ 年齢階級別の入院一回当たり医療費による重み付けを行った入院診療  

の需要の動向は、これまでの動向に基づいた回帰法では、今後上昇を続  

け、平成52年（2040年）には現状の約1．7倍に達する。また現在の退  

院率が続くと仮定した固定法では、平成42年（2030年）には現状の約  

1・3倍に達し、その後、ほぼ横ばいに推移する。回帰によ哩＿ノ／／   

の退院回数率の変動幅を現状の3割までとすると（限定法）、平成52年   

（2040年）に約1．4倍となる。これらのいずれの推計においても平成  

27年（2015年）頃までほぼ一致して約1．2倍まで上昇する。  

■牡：退院患者発生   
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○ 外来と入院を現在の医療費の比率によって合わせた全体の三需要の動向／／／  

については、固定法では、平成4旦き！革哩ヒ寧」言翠年男＿1二きタ腿  
ヾヽ＼  

その後l増辿遷旦。回帰法では、平成52年12040年持り＝6倍とな 
．  

＼  

＼  

るまで増加する¢凰声法てl蔓、＿平隈5早年（2040年バ；！・15倍となるまで  
＼  

増加する。回帰法と阻牢卑蔓草嘩＿亭早耳卓箪l封ぎ季冬？て襲撃耳鼻！＿；∴＼  
＼ ＼  
＼＼  

の動向に、現在の必要医師数を併せて変動させると、例えば限定法では、＼、  
＼  

＼  

徐々に必要医師数が増加し、平成52年（2040年）には医療機関に従事   

する必要医師数は31．0万人となると推計される。  

■除数の需給予測  （4）病院・診療所別に見た医自邸 ＿▼▼▼‖＿＿＿＿＿」▼▼■…▼＿  

1）病院・診療所別に見た医師の供鞄 ＿】＿｛▼▼▼＿－…＿＿‖＿－▼＿＿＿＿＿   

○ 医師は、就業開始後、時間が経過するに従い、病院勤務から診療所勤務  

に徐々に移行する。仮に、病院勤務から診療所勤務に移行する割合が選  

在の値のまま一定であるとした場合の将来の病院・診療所別に勤務する  

医師数を予測すると、今後の医師数の増加は、50歳以上の医師が中心と  

なるため、診療所に勤務する医師の増加に比べ、病院に勤務する医師の  

増加は限られたものとなり、平成37年（2025年）には、病院で勤務す  

る医師は約17．6万人、診療所で勤務する医師は約13．3万人になり、病  

院で勤務する医師についてはこれ以降横ばいになる。平成47年（2035年）  

には、病院で勤務する医師は約17．6万人、診療所で勤務する医師は約  

14．5万人になりその後安定すると予測される。  

（平成47年の病院従事者対診療所従事者＝55：購、現在は64二36）  

■陰：予測   

2）病院・診療所別に見た医師の需草野男運提 ＿…  
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○ 病院における医師の需要予測を行うと、病院における医師は、診療時間  

のうち、6割の時間を入院診療に費やしており、入院医療の需要予測に  

従って、例えば限定法を当てはめると、平成52年（2040年）・には現状  

の約1．4倍となる。一方、病院に勤務する医師数は、現在の16．4万人  

から17．6万人まで7％程度増加すると推計される。このような状況か  

ら長期的に見て、病院に大きな負荷が生じる可能性がある。ただし、病  

院で勤務する医師の診療時間の4割が外来に責やされていることの是  

非は別途論じられる必要がある。  

（5）医師の需給の見通し  

○ 将来の医療需要の推計に当たってこれまでの推移と現状とのバランス  

をとった「限定法」を用いると、医師の需給の見通しとしては、袋豊里  

伸びが需要の伸びを上回り、マクロ的には必要な医師数は供給されると  

いう結果になった。しかし、需要は、医療政策をはじめとして様々な要  

因の影響を受けるため、確定的ではない。   

●  

p ただし、これは、翠年の医師甲勤務状況について、診鱒や琴軍昼ざ寧＿  

師の勤務として必須と考えられる時間を基礎としており、自己研修や研  

究、休憩時間などを含め、各医師がゆとりを持って勤務するためには、  

各病院や各地域の医療提供体制・医師の業務を見直し、医師が限られた  

時間の中で本来の業務に専念できるような体制づくりが必要であるこ  

とを前提としていることに留意が必要である。  

書式た王：インデント：段落前   
7．4【¶  

■験：したがって、これは、今後  

ある程度医師の需要が増大した場  

合にも、必要医師数が確保できる   

ことを示していると理解すべきで  

ある。  

○さ主⊆、病院と診療所との関係については、今後、垂墜［過歴史壷屋  
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師の増加が限られる一方、入院医療の需要が増大する可能性があり、こ   

れに対応するためには病院と診療所の間で」医師の配置と、例えば病院  

が入院医療に専念するような業務の分担を調整する必要がある。  

4 今後の対応の基本的考え方   

○ まず、現状をまとめると、病院、診療所とも、医師数は一貫して増加して  

おり、また、地域でみても全ての地域で増加している。ただし、地域間の  

格差は必ずしも減少の方向には向かっていない。  

○ 地域における医師配置の問題は、地方を中心に、大学病院における卒後臨  

床研修医を始めとした若手医師が減少するとともに、研修医に対する指導  

体制や医療提供体制の確保に努める必要が生じたことから、大学が従来の  

ように地域の医療機関等からの医師紹介の要請に応じることが困難にな  

りつつある一方、それに代替する医師の紹介・派遣システムが確立してい   

ないことに大きく起因するものと考えられる－したがって、医師l；申して   

このような病院における勤務を含みつつも専門診療能力の獲得につなが  

るなど魅力のあるキャリアパスを示して地方勤務の動機付けを行うこと  

が重要である。  

Hl瞼：。また、大学からの紹介・  

派遣に依存してきた病院では、医  

師の募集に不慣れなことや、医師  

の処遇への配慮が欠けているとの   

指摘もある。  

○ 医師の養成には時間がかかること、また、多魚の国費が投入されているこ  

とを踏まえれば、医師数が大きく過剰になるような養成を行うことは適当  

ではない。一方で、医師の繁忙感や不足感に対応しつつ、増大する国民の   

期待に応えるためには、医師の定数のあり方に姐む】卿畢＿／／／   

置のあり方を含む地域における医療提供体制のあり方を見直すと共に、病  

＃験：かかわらず   
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底包全業務のあり方の見直し等による生産性の向上を図ることが必須と   

なる。まず地域に必要な医療の提供のあり方を医療計画等で明確にすると   

共に、医師の業務の効率化や質の向上を図る観点から、．看護師等の医師以／／／  
巾陰：各病院内を含む  

外のスタッフの充実やスタッフ間の役割分担の見直しを図る必要がある。  

塾室赴包上すお題、患者に対し十分な医療の提供ができるだけでなく、医  

師の勤務環境の改善にもつながることが期待できる。  

＃■：医療提供体制の改善・効率  

化から取り維む必要がある。効率  

が向上  

｛職：ることにより   

○ また、医療資源と医療従事者が限られていることを考えれば、医療の受け   

手であ郎堅章＿二＿異星に正しい情報を嘩鱒←．、遷塾主星重量意識をき至する   

ことが重要であり、今後、行政、保険者、医療提供者、マスコミ等各般の  

主体による総合的な月史観みが重要である。  

（1）地域に必要な医師q延塵巧嘩嘩L …＿＿‖＿＿】◆】＿＿－一＿ふ＿＿▼▼▼＿¶▼■▼ 【   

Q＿現在起こっている地域・診療科における医師不足は、従来からの地方医←＼▲、  

大における地元出身者の割合が限られていることに加えて前述のとお  

り近年の医師の流動化等により、大学により大きな差はあるが大学が従  

来のように、全ての医師紹介の要請に応じることが困難になったことに  

よって生じていると考えられる。．＿＿▼＿＿■＿‖＿ 

○ そのため、まず、大学を含む地域内の医療機関や関係者が参加して、地  

域の医療ニーズをきちんと把握した上で、医師嬰配置について認識の共   

有と、地域に必要な医師の確保の調整を行うシステムの構築が急務であ  

る。これは、医療法の改正に盛り込まれた地域医療対策協議会がその役  

割を果たすこととされており、都道府県が運営の中核を担うことが求め  
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られる。   

◆一‾   

eこれらの取組みIこ当たってはその調整lま簡単ではないが、医師にと？て◆′   

キャリアパスや処遇といった点で魅力があり、併せて持続可能な医療提   

供体制とするため、国を含む行政、医師会、医療機関、学食、大学等が   

総力を挙げて実施する必要がある。   

◆■′  

なお、 々の ｛右草 してい引こ かか，、、 の地域たlては一、、 
■   

な人材を確保できない場合については必要に応じて由も医師の確保に 

つ‡いて都道府県を支援することが必要である。＿  

書式責王：インデント：段落前   
7．4mm  

■式彙王：箇条書きと段落番号  

書式女王：インデント：段落前   
7．4mm  

暮式tモ：箇条書きと段落番号   

○地方公共団体が設立・運営する病院間において旦、畢埋ノ   

医師本人、病院開設者である首長、大学、瑚嘩   

組織内のみならず地域内での医師の効果的な配置・相互の異動を実施す  

ることが期待される。  

○ また、傘下に多数の病院を有する国立病院機構、日本赤十字社、済生会  

等の団体にあっては、組織内の医師の効果的な配置・異動の取組みが行   

われており、一層の成果が期待される。 t＿＿＿＿【＿＿▲…＿＿▼■▼＿▲へ＿‖▼■  

（2）持続的な勤務が可能となる環境の構築と生産性の向上  

○ 医師不足の声が上がっている診療科や地域では、医師の人数が少ないた  

めに、長時間拘束されることなど、元来、勤務の継続が困難であること  

が指摘されている。これは個々の病院の問題としてだけではなく、地域  
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の課題として効果的・効率的な医療サービスの提供体制を構築する必要   

があり、必要とされる医師の隠保・養成と並行して地域で唇療機能の集   

約化頂点化を行い、医師への負担を軽減することや、各病院において   

五他の職種のサポートなどで、持続的な勤務が可能となる環境を構築す   

る必要がある（聞せて、いつでも鱒談に応じる＿卑いラ軍や鱒で患草与．村．   

かりつけ医が結ばれ、地域におけるかかりつけ医の機能を強化すること  

により、病院への過度の患者集中を軽減することも求められる。  

■・、   

○ また、今後女性医師些比率が上 していくことも踏まえ、ます、女性医■   

師が医療に欠かすことのできない貴重な担い手であることを、医療機関  

を始めとする関係者が十分に認識し、多様な勤務形態の確保や、院内保   

育所の優先的な利用といった、出産や育児など多様なライフステージに  

応じて切れ目なく働くことが可能となる環境を整備することにより、特  

に病院における継続的な勤務を促す必要がある。これらの取組lま、医療   

以外の分野においてすでに多くのノウハウの蓄積があり、これらを周知   

することや、医療分野における実践成果の情報交換を行うなどにより、  

各医療機関の取組を促進することが必要である。   

■・′  

○ 持続的な勤務が可能となる環境の構築は、産婦人科など不足が指摘され  

る診療科で、退職者を抑制する効果が期待できるだけでなく、新たに就  

業する医師数を増加させるためにも必要である。  

■■：また、今後女性医師の比率  

が上昇していくことも踏まえ、出  

産や育児といった多様なライフス  

テージに応じた働き方が可能とな  

る環境の整備も必要となる。  
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．4mm  
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了．4n叫 箇条書き＋ レベル  
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7．41¶十インデント：7．4  
m吼 タブ：4字．リスト タブ  
＋ 2字（なし）  

書式文王：インデント：段落前   
7．4m  

H陰：や看護師  
○ また、医師が行っている事務作業など業務の内容を確認し、事務職在ゼ＿．／′   

他の職種て対応できる業穐皇昂草すこ阜により、医師が本来の業務に専  
肖隕：については、   
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念できるような体制をつくる必要がある。これにより、患者に対し十分   

な医療が提供できると共に、医師の過度の負担が軽減されることが期待   

される。  

○ また、医療手放等の患者と医療機関との間の紛争lこついては、医療提イ共  

体制の充実により、その未然の防止に努めることが必須であり、その上  

で、医療機関が組織的に対応することにより、医師の勤務継続の動機を  

下げるような過度の負担を負わせないことが求められる。さらに、中立  

的な機関により医療事故の原因究明を行う制度などが必要であるとの  

指摘があった。  

（3）手術等の医療を担う地域の中核的な医療を担う病院の位置付け  

○ 病院の役割としては、手術等や救急医療のための入院医療を適切に実施  

することが最も重要である。医師をはじめとした、病床当たりのスタッ  

フ数は、諸外国に比較して限られていることが指摘されており、人員の  

配置や効率的・有効的な病院内のシステム、資金の配分等について、他  

の医療資源も含めて、地域において中核的な医療機能を果たす医療機関  

の位置付けが必要である。  

■l糠：医師の勤務状況調査による  

と、病院では、若年の医師ほど勤  

務時間が長く、一面では、「病院で  

は若い医師だけが不足している」  

と見ることもできる結果となって いる。  ／  ，  

■  

○麺二′上   

り、50歳以上の医師の増加が続く。そのため、今後は、中堅層のキャリ   

アの形成を視点に入れ、声時間勤務や交代勤務等による塾埜座卓旦多様   

化なとにより、，さまざまな年代の医師が病院において長期に勤務できる   

システムを構築する必要があるしt  

書式モモ：インデント：段落前   
了．4mm．箇条書き＋ レベル  
1十整列：O mm十タブ：  

7．4n¶＋インデント：7．4  
m吼 タブ：4字．リスト タブ  
＋ 2字（なし）  

H瞼：勤務体系の  

肖陰：出産・育児といった多様な  

ライフステージにも対応し、   
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（4）地域における医師の確保に関する叩牡 ＿‖＿＿‖＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿…   

○ 地域間偏在の調整が困難な中、大学医学部の入試における地域枠の設定  

や、地方公共団体が取り組んでいる9年間程度の勤務地を指定した奨学  

金の設定、さらには地域枠と奨学金の連動は、地域における医師の確保  

に一定の効果が期待されるので今後一層推進すべきである。  

O「臨床研修に関する調査（中間報告）」では、研修修了後の進路選択に  

当たって、十分な情報に基づいて判断していないことが推測される結果  

が示されている。医師の確保を希望する各主体は、研修内容や処遇につ  

いて十分な情報提供を行うことが求められている。  

（5）臨床研修制度の活用等  

○ 臨床研修制度により全ての医師がプライマリ・ケアのための基本的な診  

療能力を身につけることは、中長期的には専門細分化された非効率的な  

医療提供の解消に資するものであり、今後とも推進することが必要であ  

る。なお、臨床研修制度については、施行5年以内の見直しが規定され  

ているが、それを待たずに地域別、診療科別の医師偏在緩和に資するこ  

とができるよう、補助制度の見直しを含めて、適切な措置を講じること  

が必要である。また、臨床研修修了後のいわゆる後期研修において、特  

定の大学・病院に医師が集中しないような措置を検討することが必要で  

ある。  

｛陰：診療科別必要医師数の検討   
（6）国民の期待する専門診療と診療科・領域別の医師養成の在り方  
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○ 国会で議論されたように、全体の医師数が不足か足りているかという議   

論l享、現実と遊離したものになりやすい。・一方、診療科別の必要医師数   

については、その算定方法等個々の困難はあるが、今後、病院機能の再  

編成、病診の役割分担、専門医の位置づけ■役割等を踏まえ、また効果  

的な誘導策等も考慮しつつ、㈱在り方も併せて、検討すること  

が望まれる。  

○ また、診療科・領域別の必要医師数は、各診療科・領域に係る医療の提  

供体制のあり方により大きく異なる。したがって、診療科・領域別の必  

要医師数を検討する前提として、これらの医療の地域における提供体制   

を検討する必要がある。その検討に資するため、各診療科や専門医凰こ   

ついて、議論の出発点として共通のイメージがあることが有効である。   

国民の医療に対する期待は、一般的な医療については身近なところで患  

者の抱える問題の解決につながる丁寧な対応を求めている。また、専門   

的な医療については十分なレベルで提供されることを求めている。これ   

に応えるよう、各診療科や専門医療の関係学会は行政とともに、医療機   

関相互の連携を含む、醐勺な医療提供体制のあり：引こついてイ   

メージを作成することが期待される。その際、各診療科や専門医療に従  

事する医師の研修から退職までを一貫して視野に入れたキャリアプラ  

ンの作成も併せて行うことが求められる。  

（7）医学部定員の暫定的な調整  

○ 前述のように、医学部定員の増加は、短期的には効果がみられず、中長  

期的には医師過剰をきたす。一方、医師数の地域間格差は、必ずしも縮  
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小しておらず、（へき地を含む）地域における医療体制の確保は喫緊の   

課題であることから、すでに地域において医師の地域定着策について   

種々の施策を講じているにも係わらず人口に比して医学部定員が少な   

いために未だ医師が不足している県の大学医学部に対して、さらに実効   

性のある地域定着策の実施を前提として定員の暫定的な調整を検討す   

べきとの意見があった。  

5 おわりに   

○ 国民の医師充足感は、全体の医師数のみではなく、国民の医療に対する期  

待感をはじめ、時代、環境の変化を含めた多くの要因によって影響を受け  

るものである。  

○ 今回の推計では、長期的にみれば、供給の伸びは需要の伸びを上回り、マ  

クロ的には必要な医師数は供給されるという結果になった。しかしながら、  

これは短期的・中期的にあるいは、地域や診療科といったミクロの領域で  

の需要が自然に満たされることを意味するものではない。  

0 4で記述した基本的考え方を実現するためには、国、都道府県、医師会、  

病院、学会、大学等がそれぞれの役割を果たすことにより、国民・患者と  

これに実際に接する医師との良好な関係を築くことが不可欠である。  

○ 特に、国にあっては、今回の医療制度改革で示した方針、施策を着実に実  

施することが求められる。  
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